


■ 募集型企画旅行契約 

この旅行は、特定非営利活動法人盛岡YMCA（盛岡市本町通3-1-1岩手県知事登録旅行業第2-248号以下「当法人」と

いいます。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当法人と募集型企画旅行契約（以下

「旅行契約」といいます。）を締結することになります。契約の内容・条件は、各活動プログラムに記載されてい

る条件の他、この書類に記載している旅行条件、並びに旅行条件書全文、及び、当法人旅行業約款募集型企画旅行

の部、出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）、保護者用ハンドブックによります。 

■ お申込み方法と契約の成立 

当法人にて当法人所定の旅行申込書に所定の事項をご記入のうえ、パンフレットやホームページ等に記載した申込

み金を添えてお申込み頂きます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰入れます。ま

た、旅行契約は、当法人が契約の締結を承諾し、申込み金を受領したときに成立するものといたします。 

電話予約の時点では、契約は締結しておらず、当法人が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に

申込み書の提出と、申込み金の支払いがなされない場合は、当法人はお申込みがなかったものとして取扱います。 

 

■ バスを利用する場合のバス会社：岩手県北バス又は同等クラス 

旅行代金 10,000円未満 10,000円以上 50,000円以上 100，000 円 以

上 

お申込み金 3,000円 10,000円 20,000円 30,000円 


